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学童保育利用保護者の皆様 

 

石井町長 小 林 智 仁 

                                           （公印省略） 

 

「全国緊急事態宣言」を受けての学童保育利用について 

 

日頃は、学童保育運営に御理解、御協力をいただきありがとうございます。 

4月 7日、首相により「緊急事態宣言」が発令されたことを踏まえ、石井町内各

小学校において、4 月１１日（土）から５月 6 日（水）まで臨時休校となってお

ります。 

また、昨日、首相により「全国緊急事態宣言」が発令されました。このことを受

け、児童はできるだけ自宅待機にご協力をお願いいたします。 

これに伴い、学童保育の対応は下表のとおりといたします。 

 

 

 

通年利用児童
（２年生以上）

学校終了～１９：００

※この期間学童を利用されない場合は、無料とな
ります。

通年利用児童
（１年生）

８：００～１９：００

※臨時休校中の自主登校において自主学習が難
しいため、自主登校の代替措置として学童保育を
利用していただくこととなります。

※８：００～１５：００の利用の場合、保育料は無料と
なります。（この場合、お菓子の提供はありませ
ん。）

４月20日（月）
～

５月２日(土)


